
１　議案

　　議案第１号　福岡市議会議員一般選挙における選挙運動に関する

収支報告書の要旨について

２　報告事項

① 「はたちのつどい」における啓発活動の実施について

② 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類に

表示する証票の交付状況について

３　その他

今後の委員会開催予定日時

・令和６年１月19日（金）　午後１時30分

・令和６年２月５日（月）　午前10時30分

・令和６年２月20日（火）　午前10時30分

議 題

１月11日（木）　午前10時30分

令和６年　第１回　福岡市選挙管理委員会



議案第１号

福岡市議会議員一般選挙における選挙運動に関する収支報告書の要旨について

 令和５年４月９日執行の福岡市議会議員一般選挙における選挙運動に関する収支報告書

について、候補者１人の出納責任者から訂正の届出があったので、令和５年福市選管告示

第17号により告示した要旨を次のように改め、公表する。

令和６年１月11日

福岡市選挙管理委員会

委 員 長  稲  員  大 三 郎

南区選挙区候補者小竹理香の第１回報告分を次のように改める。 

別紙のとおり

（理由）

 選挙運動に関する収支報告書について訂正の届出があったことに伴い、公職選挙法第192

条第１項の規定により公表した要旨（令和５年福市選管告示第17号）を改める必要がある

ため。
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（別紙）

１　選挙の種類 令和５年４月９日執行

福岡市議会議員一般選挙（南区選挙区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

　 （法定選挙運動費用額） 円

３　報告書の要旨

立憲民主党

近　藤　由　香

収入 支出
主たる寄附 円
氏名、団体名 職業 　　 寄附額 人件費 0

円 家屋費 56,071
立憲民主党福岡県総支部連合会 1,750,000 　選挙事務所費 56,071

　集合会場費 0
通信費 0
交通費 17,490
印刷費 706,600
広告費 397,540
文具費 0
食糧費 35,436
休泊費 0
雑　費 7,096

その他の寄附 0 件 0
その他の収入 1,000,000

今回計 2,750,000 今回計 1,220,233
前回計 － 前回計 －
総　計 2,750,000 総　計 1,220,233

支出のうち公 ビラの作成 59,200 円

費負担相当額 ポスターの作成 588,000 円

647,200 円

報告書受理年月日 第１回 報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

6,653,900

候 補 者 氏 名 小 竹 理 香 所 属 党 派
期　間

２月１日から
４月21日まで

第１回分
出納責任者氏名

項 目 金額

計

令和５年４月24日
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（関係法令） 

○公職選挙法

 （選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出） 

第189条 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出

について、第185条第１項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第１項の領収書その他の支

出を証すべき書面の写し（同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたと

きは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した

書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であって当該支出の金額及び年月日を記載したも

のの写し）を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙

管理委員会（参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）に提出しなければな

らない。 

一 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日

まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併

せて精算し、選挙の期日から15日以内に 

二 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びそ

の他の収入並びに支出がなされた日から７日以内に 

２ 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。 

３ 第１項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。 

 （報告書の公表、保存及び閲覧） 

第192条 第189条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管

理委員会（参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）は、総務省令の定める

ところにより、その要旨を公表しなければならない。 

２ 前項の規定による公表は、中央選挙管理会にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会

にあつては都道府県の公報により、市町村の選挙管理委員会にあつてはそのあらかじめ告示をも

つて定めたところの周知させやすい方法によつて行う。 

３ 第189条の規定による報告書は、当該報告書を受理した選挙管理委員会又は中央選挙管理会にお

いて、受理した日から３年間、保存しなければならない。 

４ 何人も、前項の期間内においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（参議院

比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）の定めるところにより、報告書の閲覧を

請求することができる。 
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○公職選挙法施行規則

 （要旨の公表の様式） 

第24条 前条の規定によつて提出された報告書の要旨を法第192条第１項及び第２項の規定によつ

て公表する場合は、別記第32号様式に準じてしなければならない。 

第32号様式（報告書の要旨の公表の様式） 
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報告事項１ 

「はたちのつどい」における啓発活動の実施について 

１ 目的 

 近年、若年層の投票率が低下傾向にあることから、特に投票率の低い 

20歳の方に対し、選挙への意識と関心を高め、投票参加へとつなげるこ 

とを目的として選挙啓発を実施したもの。 

 なお、令和２年度より案内はがき（福岡市に住民票があり、当該年度 

に20歳に達する方などに送付）に選挙の啓発記事を掲載している。 

２ 日時 

  令和６年１月８日(月・祝) 12時30分～13時30分 

３ 場所 

  成人の日記念行事会場（マリンメッセ福岡）来場者待ち合わせ場所 

４ 内容 

(1) めいすいくん（着ぐるみ）との記念撮影会

※ 本人の許可を得られたものについては、「CECEUF」のインスタグ

ラム等に写真を掲載

(2) 選挙アンケートの実施

(3) 若者向け啓発冊子の備え置き（自由持ち帰り）

6



５ 選挙アンケート結果（回答者５５人） 

(1) R5.4月統一選で投票に行きましたか。

行った 29人 

行かなかった  26人 

(2) （投票に行かなかった方へ）その理由は。

政治に興味がない ２人 

住民票がなかった ４人 

予定があった   １０人 

誰に投票していいかわからなかった  ６人 

その他 ２人 

無回答 ２人 

６ 従事者 

  市選管職員・福岡市明るい選挙推進グループ「CECEUF」計８名 
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報告事項２ 

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類に表示する証票の交付状

況について 

 令和８年６月30日を有効期限とする政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看

板の類の表示として用いる証票を前回報告以後下記のとおり交付した。 

記 

交付数 

１ 市議会議員選挙 

(1) 候補者等用 １人（全交付数 93人） 

(2) 後援団体用 ０団体（全交付数 91団体） 

２ 市長選挙 

(1) 候補者等用 ０人（全交付数 ０人） 

(2) 後援団体用 ０団体（全交付数 ０団体） 
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